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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年７月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２９年１２月７日 ２２時５３分ごろ 

発生場所 福島県いわき市塩屋埼東方沖 

 塩屋埼灯台から真方位０８９°１８.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３６°５９.９′ 東経１４１°２２.２′） 

事故の概要  漁船第八十八石
いし

田
だ

丸は、甲板上で網の整理作業中、漁労長助手が落

水して死亡した。 

事故調査の経過  平成２９年１２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八十八石田丸、３００トン 

 １４１０１７、株式会社角石漁業 

 ５３.４８ｍ×１１.００ｍ×３.８０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２,２１０kＷ、平成２１年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 五級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成１０年６月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２５年２月１５日 

  免状有効期間満了日 平成３０年６月２４日 

漁労長 男性 ６１歳 

 海技免状等 なし 

漁労長助手 男性 ５０歳 

 五級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成１０年６月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２５年１０月２３日 

  免状有効期間満了日 平成３０年１０月２２日 

 死傷者等 死亡 １人（漁労長助手） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２ 

海象：うねり 波高約１ｍ、水温 １５℃ 

 事故の経過  本船は、船長、漁労長及び漁労長助手ほか２０人が乗り組み、それ

ぞれ船長及び乗組員１人が乗り組んだ付属船２隻（以下「付属船Ａ」、
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「付属船Ｂ」という。）と共に、平成２９年１２月７日１４時１５分

ごろ茨城県北茨城市大津漁港を出港し、１８時００分ごろから塩屋埼

東方沖においてまき
．．

網漁の操業を行っており、２２時５０分ごろ１回

目の揚網を終了した。 

 一等航海士及び甲板員は、２２時５３分ごろ本船が左舷方からの波

を受けて右舷側に傾いた際、後部甲板右舷側船尾部で、揚網後の網の

整理作業に従事していた漁労長助手が、バランスを崩して右舷船尾部

付近から落水したのを目撃した。 

 落水を目撃した甲板員は、直ちにマイクで漁労長助手の落水を船内

に知らせた。 

 船橋当直に当たっていた船長は、本船を反転させて捜索を開始し

た。 

通信長は、２３時０５分ごろ、海上保安庁へ本事故の発生を通報し

て救助要請を行うとともに船舶所有者へ連絡した。 

 付属船Ａ及び付属船Ｂは、本船の船尾方約３００ｍを航行してお

り、付属船Ａは、本船からの連絡を受けて落水者の捜索を開始し、付

属船Ｂは、本船から甲板員２名を移乗させた後、落水者の捜索を開始

した。 

 付属船Ａの乗組員は、間もなくうつ伏せの状態で海面に浮かんでい

る漁労長助手を発見し、救命胴衣を着用して命綱を付け、ロープを持

って海中に飛び込み、漁労長助手の身体にロープを掛けて揚収しよう

としたものの、自船だけで漁労長助手を揚収するのは困難だと判断

し、漁労長助手の身体に掛けたロープを付属船Ａの舷側に係止し、応

援を待った。 

付属船Ｂの乗組員及び付属船Ａに移乗した本船の甲板員２人は、付

属船Ａの乗組員を引き揚げ、次に漁労長助手の身体に掛けたロープを

引いて引き揚げようとした際、同ロープが外れ、漁労長助手が海中に

沈んで見失った。 

本船は、その後、僚船約５０隻及び巡視船と付近海域を捜索した

が、漁労長助手を発見できなかった。 

本船は、１２月８日に茨城県神栖
か み す

市波崎
は さ き

漁港に入港して漁獲物の水

揚げを行った後も僚船と共に捜索を継続したが、漁労長助手は、発見

されず、行方不明となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 漁労長助手の作業位置図、

写真１ 後部甲板、写真２ 漁労長助手の作業位置 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、ふだん、漁労長が船橋で網入れ及び揚収の指示を、船長が

船橋で操船を、通信長が無線連絡を行っており、他の乗組員２０人が

甲板上で網を取り扱って操業していた。 

漁労長助手の作業位置は、船橋からは巻取りクレーンの操作盤で死

角となって見えなかった。 
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落水を目撃した一等航海士及び甲板員は、後部甲板右舷側船尾部に

いた漁労長助手の船首側で作業していた。 

船長は、本事故後、落水を目撃した甲板員から、船体が動揺した

際、巻取りクレーンから吊っていた網が揺れ、漁労長助手がこの網に

当たったか避けようとしてバランスを崩し、右舷側から落水したよう

だと聞いた。 

本船は、ふだん、１４時００分ごろ波崎漁港を出港し、日没から日

出まで操業して、翌日の午前中に帰港して漁獲物を荷揚げしていた。 

漁労長助手は、昭和５８年３月から本船に乗船しており、本事故発

生当時は乗組員を指導する立場にあった。 

漁労長助手は、泳ぐことは不得手で、ふだんは救命胴衣を着用して

いたが、カッパの下に着用していることが多く、本事故当時、着用し

ていたかどうかは不明であった。 

本船の気体密封式救命胴衣は、型式検定を受けていたものであり、

３年毎に交換する必要があったが、平成２８年５月に有効期限が切れ

ており、気体が抜けているものもあった。 

漁労長助手は、平成３０年２月１６日に死亡認定により死亡届が受

理され、除籍された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

あり 

 漁労長助手は、行方不明となり、後日、除籍された。 

本船は、塩屋埼東方沖において、後部甲板右舷側船尾部で揚網後の

網の整理作業中、漁労長助手が落水したものと考えられる。 

漁労長助手は、本船が波を受けて船体が動揺した際、巻取りクレー

ンから吊っていた網が揺れ、同網に当たったか避けようとしてバラン

スを崩して落水した可能性があると考えられるが、落水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

漁労長助手は、うつ伏せの状態で浮いているところを一旦は発見さ

れたものの、救助作業中に身体に掛けたロープが外れて海中に沈んだ

ことから、行方不明になったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が塩屋埼東方沖において、後部甲板右舷側船

尾部で揚網後の網の整理作業中、漁労長助手が落水し、うつ伏せの状

態で浮いているところを一旦は発見されたものの、救助作業中に身体

に掛けたロープが外れて海中に沈んだことにより発生したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・作業を指揮する者は、作業の安全を監視すること。 
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・甲板上で作業をする際は、船体の動揺を考慮して、漁具等が当た

らないように、作業位置に注意すること。 

・救命胴衣は、適切に管理し、有効なものを着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 
 

 

 

 

 

 

付図２ 漁労長助手の作業位置図 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年１２月７日 

２２時５３分ごろ発生） 

塩屋埼灯台 
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福島県 

いわき市 × 
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漁労長助手 

船長 

漁労長 

一等航海士 

巻取りクレーン 
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写真１ 後部甲板 

 

 

 

 

写真２ 漁労長助手の作業位置 

 

 

 

 


